
令和７・８年度四万十市立下田小学校高台移転設計
業務

特記仕様書

四万十市



Ⅰ．業務概要

１． 業務名称

２．　対象施設の概要

地内

校舎棟長寿命化工事

a．

b． 階建て

c．

d． 昭和45年度（平成20年度耐震補強工事）

e． ①廊下梁底劣化補修（かぶり厚さの確保）

②内装の改修

③トイレ乾式化改修、洋式化及び多目的トイレの設置

④教室及び執務室に空調機器整備（一部下田小学校より流用）

⑤電気及び機械設備の更新

⑥既存合併処理浄化槽の復旧

渡り廊下の新設

a．

b． 建て

ｃ． 校舎と屋内運動場を繋ぐ渡り廊下を整備。

平屋

条 件

階 数 ３

⑧可能な限り既存下田小学校の備品や設備の資材を再使用し、工事費削減に努
めること。

鉄骨造

階 数

施設の場所

延 べ 床 面 積 1,970㎡

建 築 年 度

主な改修内容

（４）-２

主 要 構 造

四万十市立下田小学校（１）

（２） 四万十市 下田

施設の目的

（４）-１

主 要 構 造 鉄筋コンクリート造

　既存の下田小学校は、南海トラフ巨大地震等による津波発生時に「津波浸水区域」
に含まれており、校舎および敷地が被害リスクにさらされている。このため、児童の
安全確保とともに指定避難所機能の早期回復のため、「高台移転」を行うこととした。
　移転先は、津波浸水の恐れがない高台に立地する旧下田中学校とし、既存の中学
校校舎および屋内運動場を有効に活用する。
　なお、旧下田中学校校舎は、京都看護大学の新学部誘致のため、改修工事に着
手していたが、認可申請等の取り下げにより工事は中断された。屋根および外壁の
塗装は完了しているものの、内部および設備工事は未完のままであり、一部資材等
が残置された状態にある。
　よって、これらの資材を有効活用し、下田小学校の高台移転に伴う施設整備の設
計をするもの。

（４） 設 計 内 容

令和７・８年度四万十市立下田小学校高台移転設計業務

施 設 名 称

⑦可能な限り（仮称）京都看護大学四万十看護学部看護学科管理棟･研修室棟改
修工事で納品済みの資材を使用すること。

（３）



外構の整備

a． ①別紙グラウンド等ゾーニングのメイングラウンド約2,000㎡を中心とした整備。

②50ｍ走が可能な直線距離の確保、100ｍトラックが収まる計画とする。

④その他遊具については、学校との協議により決定する。

⑤フェンス及び砂場の設置。

屋内運動場の一部改修

a． ①校歌板を下田小学校から移設。

②短手方向の1コートのバスケットゴールの高さを小学生用に改修。

③一文字幕の校章を小学校用に変更。

④電気設備及び給排水設備を復旧。

３． 履行期間

　まで （約10カ月）

４． 設計与条件

敷地の条件

a．

b． 内 外

c．

d．

e．

工事費

予定工期

５． 建築確認申請の状況について

６． その他検討事項

有事に指定避難所となることを考慮し、教室等の配置や最低限の機能確保を検討すること。

　旧下田中学校を看護大学として改修工事を実施する前に、自転車駐車場の増築に関する建築確認申
請を建築主事に提出し、令和４年９月29日に確認済証が交付されている。
　その後、工事は中止となったため、完了検査は行っていない。なお建築主事との協議により、確認済証
の取り下げを行っていない状況である。

③すべり台、４連ブランコ（境界柵含む）、雲梯、ステンレス鉄棒３基は下田小学校
から移設。

防 火 地 域 指定なし

地域、地区等 特になし

都市計画区域

用 途 地 域 指定なし

契約日の翌日から 令和８年９月25日

敷 地 面 積 14,287㎡

（４）-４

条 件

（３） 令和９年３月下旬

約500,000千円（消費税10％含む）

～

（２）

令和１０年２月

（４）-３

条 件

（１）



Ⅱ．設計業務仕様

本特記仕様書（以下「仕様書」という。）に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（以下

「設計業務共通仕様書」という。）（国土交通省大臣官房官庁営繕部制定）による。

１． 仕様書の適用

仕様書に記載された特記事項の中で、□印の付いたものについては、ㇾ印の付いたものを適用する。

２． 管理技術者の資格要件

管理技術者の資格要件は次による。

建築士法（昭和25年法律　第202号）による一級建築士

建築士法（昭和25年法律　第202号）による一級建築士又は二級建築士

３． 設計業務の内容及び範囲

一般業務の内容及び範囲（下記の内○印を付けたものを適用する。）

（ⅰ）条件整理

（ⅱ）設計条件の変更等の場合の協議

（ⅰ）法令上の諸条件の調査

（ⅰ）総合検討

（5）　基本設計図書の作成

（6）　概算工事費の検討

（7）　基本設計内容の建築主への説明

（ⅰ）建築主の要求等の確認

（ⅱ）設計条件の変更等の場合の協議

（ⅰ）法令上の諸条件の調査

（ⅰ）総合検討

（ⅱ）実施設計のための基本事項の確定

（ⅰ）実施設計図書の作成

（ⅱ）建築確認申請図書の作成

（5）　概算工事費の検討

（6）　実施設計内容の建築主への説明等

（1）　設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等

（ⅱ）建築確認申請に係る関係機関との打合せ

（ⅱ）建築確認申請に係る関係機関との打合せ

○

○

○

項　目

基本設計に
関する業務

（１）

○

○

（3）　上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との
       打合せ

（4）　基本設計方針の策定

業　　務　　内　　容 適　用

（ⅱ）基本設計方針の策定及び建築主への
      説明

（3）　実施設計方針の策定
（ⅲ）実施設計方針の策定及び建築主への
      説明

○

○

○

○

（2）　工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、
       助言等

（4）　実施設計図書の作成

○

○

○

（1）　設計条件等の整理

（2）　法令上の諸条件の調
査及び関係機関との打合せ

設計意図の
伝達に関する
業務

（1）　要求の確認

（2）　法令上の諸条件の調
査及び関係機関との打合せ

実施設計等
に関する業務

○



追加業務の内容及び範囲（下記の内○印を付けたものを適用する。）

（1） 積算数量算出書の作成

（2） 単価作成資料の作成　

（3） 見積の徴収

（4）　工事工程表作成見積検討資料の作成

（1） 建築確認申請に係る手続き

（2） 構造計算適合性判定に係る手続き

（3） エネルギー消費性能適合性判定に係る手続き

（1） 透視図作成

（2） 模型製作

（3） 日影図作成

（4）　工事工程表作成工事工程表作成

（5） 許可申請書作成及び申請手続き業務

実施設計等に関する業務軽減率

提供を受ける資料、サンプル、データ、指針等の内容

類似の参考資料等がある場合

準拠する設計図書が有り、その一部を利用できる場合

難易度による補正 （下記の内○印を付けたものを適用する。）

特殊な敷地上の建築物又は特殊な敷地上の建物

木造の建築物

特殊な敷地上の建築物又は特殊な敷地上の建物

特殊な解析、性能検証等を要する建築物

木造の建築物

特殊な敷地上の建築物又は特殊な敷地上の建物

特別な性能を有する設備が設けられる建築物

４． 業務の実施

一般事項

a． 設計業務は、提示された条件及び適用基準等によって行う。

ｂ． 積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準によって行う。

ｃ．

ｄ． 可能な限り既存下田小学校の備品や設備の資材を再使用し、工事費削減に努めること。

ｅ． 現地調査を行い、既に整備している設備等で使用できるものは活用すること。

ｆ． ＬＥＤ照明等、環境に配慮した機器の導入を検討すること。

ｇ． 敷地整備の設計は周辺施設からの動線やアプローチを検討し行うこと。

h． 完成後の維持管理が容易な設計とすること。

i． 使用する木材は、市内産材とし、加工・施工についても、可能な限り市内事業者で行える工法とすること。

j． 平成26年に旧下田中学校に整備し、現在は仮置きとなっている既存自家発電設備の復旧を行うこと。

難易度による補正の対象

（４）

建築確認申
請手続き業務

その他業務

○

（３）

積算業務

○

○

○

○

（２）

項　目 適用業　　務　　内　　容

総合

構造

設備

適用業務

（１）

可能な限り（仮称）京都看護大学四万十看護学部看護学科管理棟･研修室棟改修工事で納品済みの資材を使用すること。



打合せ及び記録

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。

a． 業務着手時

ｂ． 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき

ｃ． その他

５． 適用基準等 （下記のうち○印の付いたものの最新版を適用する。）

ａ． 共　通

官庁施設の基本的性能基準

官庁施設の基本的性能に関する技術基準

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

官庁施設の総合耐震診断・改修基準

官庁施設の環境保全性基準

官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準

高知県ひとにやさしいまちづくり条例

ｂ． 建　築

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

公共木造建築工事標準仕様書

建築設計基準

建築構造設計基準

建築工事標準詳細図

構内舗装・排水設計基準

c． 設　備

建築設備計画基準

建築設備設計基準

公共建築設備工事標準仕様書（電気設備工事編）

公共建築設備改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

公共建築設備工事標準仕様書（機械設備工事編）

公共建築設備改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

d． 積算

公共建築工事積算基準

公共建築工事共通費積算基準

公共建築工事標準単価積算基準

公共建築工事積算基準等関連資料

公共建築数量積算基準

公共建築設備数量積算基準

e． その他

○

○

○

○

基　準　名　等

○

○

○

○

○

○

○

適用

○

○

○

○

○

○

○

（２）

○

○



６． 貸与資料等

設計に際して以下の資料を貸与するものとし、受託者は設計が完了したときは、速やかにこれを返却するもの

とする。

７． 業務計画書

受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を監督職員に提出するすること。業務計画書には次の事項を

記載する。

① 業務一般事項

② 業務工程計画

③ 業務体制

④ 業務方針

⑤ 打合せ計画

８． 業務の履行に係る条件等

指定部分の範囲 なし あり 【 】

指定部分の履行期限 なし あり

成果品の取扱いについて

提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図

の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

その他

a． 官公庁等との打合せは出席し、必要な書類がある場合は、作成すること。

ｂ． 実施設計図及び内訳明細書は、建築主体、電気設備、機械設備に分離し作成すること。

ｃ． 概算工事費の算出 なし あり

９． 提出書類

業務着手届 業務着手後速やかに

管理技術者届 業務着手後速やかに

業務工程表 契約後１４日以内 業務計画書に含めても可

業務計画書（設計業務） 契約後１４日以内

再委託承諾申請書 再委託を行う１４日以内

貸与品借用書 貸与品借用後７日以内

貸与品返還書 貸与品返還時

完了後５日以内

成果物目録書 完了時

打合せ記録簿等 完了時及び監督職員の請求時

※ 提出部数は、指定のない限り１部とする。

・

・

・

貸　与　資　料

下田中学校（移転先）設計図書

下田小学校（移転元）設計図書

（仮称）京都看護大学四万十看護学部看護学科管理棟･研修室棟改修工事　設計図書

指示書・承諾書・報告書含む（A４ファイル）

業務完了報告書（設計業務）

（３）

（２）

備　　考

日 まで令和 8 年 7 月 10

提出書類 提出時期

（１）



10．成果品、提出部数等

基本設計 （下記の内○印を付けたものを適用する。）

建築（総合）基本設計図書

建築（構造）基本設計図書 部 版 製本 ﾃﾞｰﾀ（CADﾃﾞｰﾀ）共

設備基本設計図書

工事費概算書 部 版 製本 ﾃﾞｰﾀ共

基本設計図書概要版 部 版 横綴じ製本

・ 建築(構造）及び設備の成果品は、建築（総合）基本設計の成果品の中に含めることができる。

・ 基本設計図書の詳細は、令和6年度国土交通省告示第8号別添一、基本設計に関する標準業

務、ロ成果図書による。

・ 工事費概算書は、基本設計図書に含めることができる。

実施設計 （下記の内○印を付けたものを適用する。）

建築（総合）設計図 版 縮小製本 1 部

建築（構造）設計図

設備設計図 データ（CADデータ）共

工事費内訳書 版 データ共

積算数量算出書 版 ﾊﾟｲﾌﾟ式ﾌｧｲﾙ綴

単価決定資料 データ（エクセルデータ）

見積書等関係資料

建築確認申請等図書 指定様式

・ 建築(構造）及び設備の設計図は、建築（総合）設計図の中に含めることができる。

・ 積算数量算出書、単価決定資料、見積等関係資料は、1冊にまとめることができる。

・ 設計図の原図サイズが指定サイズより小さい場合の成果品は、原図サイズとする。

・ 設計図の詳細は、令和6年度国土交通省告示第8号別添一、実施設計に関する標準業務

、ロ成果図書による。

A4

１部 A4

○ 一式

○

○

一式

A3

○

１部○

○

適用

数量

○

A3

A4

（２）

製本形態等適用 成果品

（１）

成果品 数量 製本形態等


